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専用桟橋の撤去に関する検討 

 

 

１．概要 

専用桟橋については、第１回豊島事業関連施設の撤去等検討会（H29.7.30開催）及び第２回豊

島廃棄物等処理事業フォローアップ委員会（H29.10.9開催）で審議いただいた。その際、撤去時

期等について延長できないか、さらに地元関係者と協議・承諾を進めるよう指示があり、これま

で数回話し合いを行ってきたので、その状況について報告する。 

 

 

２．豊島専用桟橋の撤去に関する地元関係者との協議 

（１）これまでの専用桟橋の使用状況及び今後の使用予定 

・平成15年４月から平成29年３月まで廃棄物等及び汚染土壌の搬出、並びに溶融助剤の搬入に

使用した。 

・桟橋の維持管理の一環として現況調査を２回実施し、調査結果を基に補修工事を行うとともに、

汚染土壌をより効率的かつ安全に島外搬出するため、桟橋改修工事を実施してきた。 

・平成29年４月以降は、重機、敷鉄板及びピット固着物等の搬出に使用した。 

・平成 30 年１月頃までは、中間保管・梱包施設及び特殊前処理物処理施設の施設撤去廃棄物等

の搬出に使用する予定となっている。 

・また平成 30 年１月以降は、混合面下の土壌（第２回豊島処分地地下水・雨水等対策検討会

（H29.11.26審議、承認））の搬出等を予定している。 

 

（２）地元関係者との調整内容 

豊島側の専用桟橋は、地元関係者との協議・承諾のもとで使用しており、豊島廃棄物等の処理

期限の延長の際にも専用桟橋の活用の延長について承諾いただき、これまで使用してきた。 

今回、廃棄物等の搬出が完了したことに伴い、地元関係者から、中間保管・梱包施設撤去以降、

早急に専用桟橋を撤去してほしいとの要請を受けている。 

第１回検討会後、数回にわたり地元関係者との話し合いを行ってきた。現在、延長についての

承諾までには至っていないが、早急に協議を行うこととしている。 
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トレンチドレーン砕石の摩砕洗浄試験の最終結果 

 

 

１．概要 

北海岸遮水壁沿いのトレンチドレーン等の摩砕洗浄試験については、第２回豊島廃棄物等処理

事業フォローアップ委員会（H29.10.9開催）で中間結果を報告した。その後の最終結果について

報告する。 

 

２．撤去するトレンチドレーン砕石の再生利用の検討 

（１）洗浄浄化を行っている事業者への聞き取り結果 

トレンチドレーン砕石は、表面付着物から鉛等が検出されていることから、再生利用のために

は洗浄あるいは付着物剥離の作業が必要である。そこで、洗浄あるいは剥離システムによる汚染

土壌の浄化を行っている事業者（Ａ社及びＢ社）への聞き取りを行い、表１のとおり結果を第１

回豊島事業関連施設の撤去等検討会及び第2回フォローアップ委員会において報告した。 

 

表１ 洗浄浄化を行っている事業者への聞き取り結果（再掲） 

Ａ 社 Ｂ 社 

・Ａ社のシステムでは、ロッド式

のスクラバーで洗浄（滞留時間

は30秒程度）するが、へばりつ

いた錆が落ちるかどうかは分か

らない。表面に凹凸があると摩

砕だけでは落ちないのではない

か。 

・錆を落とすには酸で洗う必要が

あるかもしれないが、当社のシ

ステムでは、pH 5 より強酸であ

ると耐久性がなく、特別に装置

を製作しなければならない。国

内には耐酸性の洗浄装置は所持

していない。 

・また、そもそも砕石の場合は浄

化の定義もなく、どこまで洗浄

すればよいか基準もない。 

・このような砕石を洗浄した実績

はないし、そのようなニーズは

なかった。 

・Ｂ社のシステムはもともと粒径補正機で、表面を削る特性を利用して、

水を使った土壌の摩砕洗浄システムとしたもの。能力は 25～30 ㎥/h。

水量はその 3 倍程度が必要である。 

・設置スペースは最低でも機械だけで 45ｍ×25ｍは必要である。その他

に製品の保管・貯蔵スペース等がいる。 

・付着度合いが厳しいものは、かなり激しく摩砕しなければならない。そ

のため、滞留時間が長く必要で、処理能力もその分落ちる。滞留時間を

長くすると、廃棄物である細粒分の割合が増えるので、コストや事業性

で一考が必要と思う。 

・砕石の場合は基準がないので、どこまできれいにするかという問題もあ

るが、技術的には、表面をもみすりで磨くのできれいにはできる。 

・薬剤で剥がさなければならないぐらいの汚れは、かなり磨いて表面を削

ぎ取らなければならないので、石のサイズがひとまわり小さくなり、形

も凸凹が取れて丸くなる。細粒分が通常は重量比で 15～20％ぐらい出

るが、今回の砕石の場合はその倍程度の 40％ぐらいにはなるか。 

・費用は 2 万 4～5 千円／ｔだが、もっとかかるかもしれない。通常、現

地でやるなら 3 万ｔぐらいの量が目安になるので、3200ｔは少なすぎ、

割高となる。量が少ないのであれば、外部委託して処理したほうが効率

的である。 
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（２）摩砕洗浄装置による試験の実施結果 

今回、聞き取り結果だけでは砕石再生の可能性を判断できないため、北海岸遮水壁沿いのトレ

ンチドレーン砕石をサンプルとして用いて、上記のＢ社による摩砕洗浄装置で試験を実施した。 

試験方法及び試験結果の詳細は別紙１のとおりであり、摩砕洗浄を繰り返すことにより、表面

にへばりついた錆の除去は進んだが、本試験と同程度の磨砕処理をすると、約３割の細粒くずが発

生し、産業廃棄物として処理する必要があるとともに、砕石約 2t に対して約 12m3の摩砕機から生じ

た摩砕洗浄汚水が発生し、これを処理する必要がある。 
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トレンチドレーン砕石の摩砕洗浄試験の結果（最終報告） 

 

試験日  9月5日(火)9時～12時（天候：晴） 

試験場所 埼玉県大里郡寄居町桜沢265番地 

試験方法 摩砕洗浄システムに対して、砕石 2ｔ、水 12 ㎥を投入し、トレンチドレーン砕石を装置内にて循環

させることによって、摩砕洗浄を行った。（写真１）    

採取試料 トレンチドレーン砕石は摩砕洗浄前、摩砕洗浄１回目、３回目、６回目を採取した。1 回の摩砕

時間は、概略 15 分である。 

摩砕洗浄水についても、摩砕洗浄１回目、３回目、６回目で採水した。 

 

表１ トレンチドレーン砕石の磨砕後の分析検査結果 

 

  摩砕1回目 摩砕３回目 摩砕６回目 摩砕前（参考） 

重量(g)※1 225 161 164 229 

溶 出 

mg/L 

鉛 ND ND ND ND 

砒素 ND ND ND ND 

鉄 0.06 0.06 0.07 0.07 

含 有 

mg/kg 

鉛 ND ND ND 1.6 

砒素 ND ND ND ND 

鉄 130 100 40 320 

摩砕機から生じ

た摩砕洗浄水 

mg/L 

鉛 7.0 0.034 0.14 ― 

砒素 2.4 0.015 0.055 ― 

鉄 16,000 32 200 ― 

※１  砕石の重量は、任意の10個を取り、3回計測した結果の平均値である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ トレンチドレーン砕石の磨砕状況（色彩計計測結果） 

※１ L※は明度を表している。 

※２ a※及びb※は色度を表しており、それぞれ、+a：赤、-a：緑、+b：黄、-b：青を表している。  

別紙1 
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写真１ 摩砕洗浄システム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        摩砕洗浄前                       摩砕洗浄中 

図２  摩砕洗浄模式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   トレンチドレーン砕石摩砕洗浄処理前      トレンチドレーン砕石摩砕洗浄処理後（6 回目） 

 

写真２ トレンチドレーン砕石の磨砕状況 

摩砕洗浄部 検体投入部 

圧力 
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トレンチドレーン砕石摩砕洗浄処理前 

 

 

トレンチドレーン砕石摩砕洗浄処理後（1回目） 

 
トレンチドレーン砕石摩砕洗浄処理後（3回目） 

 

トレンチドレーン砕石摩砕洗浄処理後（6回目） 

 

写真３ トレンチドレーン砕石の色彩計にて測定を実施した検体 

 

（結果） 

・砕石の表面には凹凸があるため、今回の試験では、へばりついた錆は、表１および写真２に示すように、

十分に落とすことができなかった。 

・摩砕による重量変化は、1回目で98％、3回目70％、6回目72％であり、3回目以降では、重量の変化

は少ないが、表面の剥離は進んでいるように見られる（表１より）。 

・へばりついた錆を全て除去するためには、さらに摩砕洗浄処理を行う必要があると思われる。 

・本試験と同程度の磨砕処理をすると、約３割の細粒くずが発生し、これは産業廃棄物として処理する必

要がある。 

・本試験と同程度の磨砕処理をすると、砕石約2tに対して、約12m3の摩砕機から生じた摩砕洗浄汚水が

発生し、これを処理する必要がある。 
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トレンチドレーン砕石の再生利用の検討 

 

１．概要 

北海岸遮水壁沿いのトレンチドレーンの撤去工事については、第１回豊島事業関連施設の撤去等検

討会（H29.7.30開催）及び第２回豊島廃棄物等処理事業フォローアップ委員会（H29.10.9開催）で施

工手順等について審議いただいた。その際、撤去するトレンチドレーン砕石については、これまでの

セメント原料化による有効利用以外に、再生させて処分地内で有効利用することができないか検討を

進めるよう指示があったため、その後の検討状況について報告する。 

 

２．トレンチドレーン砕石の廃棄物処理法上の扱い 

トレンチドレーン砕石は、県が北海岸遮水壁沿いの排水を目的として設置した設備であり、処分地

内で有効利用せず、外部で処分する場合は産業廃棄物（がれき類 
注1）としての取扱いが必要となる。 

有効利用の際は、一般的に有価で取り扱われなければならず、また処分地内で活用する場合にも、

その目的（砕石を使用しなければならない理由）がなければならない。 

注１ 廃棄物処理法関連の条文上は「がれき類」という分類はなく「工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた

コンクリートの破片その他これに類する不要物」（施行令第 2条第 9 号）と規定されているものを一般的に「が

れき類」と呼称している。 

既に撤去したトレンチドレーン上部の砕石（約3,000ｔ）については、第32回豊島廃棄物等管理委

員会（H25.7.28）の「特殊前処理物の取扱い方法の検討について」（資料32・Ⅱ／5-1）で、県が整備

した設備や資材のうち、事業の進捗によって不必要となったものについては、「中間処理施設で処理ま

たは業者に委託して処理する」ことで承認されており、これに従って、三菱マテリアル㈱九州工場へ

搬出してセメント原料化による有効利用を行っている。 

 

３．今後撤去するトレンチドレーン砕石の再生利用の検討 

砕石を再生させた場合、現時点では処分地内においての用途は想定されていない。 

また、豊島島内の公共工事において再生砕石として利用しようとすれば、洗浄浄化後、骨材のふる

い分け試験の粒度曲線の規格値内に収まるよう、追加で破砕を行い、適正に品質管理を行った上で利

用する必要があり、さらに上乗せの費用が発生する。 

なお、参考として、鉄道会社における再生砕石の利用状況を調べたところ、鉄道で使用された砕石

には鉛等の有害物質の付着がないため、使用期間が短く状態のよい砕石を自社内のリサイクル施設で

鉄道の基準を満たすように再整備したうえで再利用をしている事例があった。しかし、この場合でも、

再整備のための費用が発生するとともに、再利用できない砕石については、破砕や選別を行い再生砕

石、再生骨材、再生路盤材にする等リサイクルしており、さらに上乗せの費用が発生している。 

 

４．今後の対応 

トレンチドレーン砕石を再生して利用する場合の必要な費用や用途などについて、引き続き調査し、

安全性や費用対効果を考慮しながら、セメント原料化以外の有効利用が可能かどうか検討を進める。 

○撤 第２回  Ⅱ／４－２ 

平成３０年１月１４日 


